
○事業継続は１つ星、社員教育と地域貢献はそれぞれ２つ星の
計５つ星で評価

○３つの視点のうち、一つでも認定基準を下回れば認定とならない

○ＢＣＰ策定の促進が必要（H25.10時点の策定率：19.9％）
・医療・福祉、旅館ホテル業の策定率が低い状況にある

○地域と連携した事業者の防災対策の促進が必要
・避難場所や資機材保管場所の確保に事業者の協力が不可欠
・事業継続とともに、発災時には企業の能力を活かした地域へ
の貢献が望まれる

○南海トラフ地震対策への取り組みのきっかけとしていただく

○目的、目標を持って対策に取り組んでいただく
・シンボルマーク使用による顧客への取り組みのアピール
が可能

・有効期限（３年）の設定による取り組みの継続

○『地域と連携して、南海トラフ地震から県民の皆様の命を守り、事業継続の取組を進める』ことをコンセプト

○事業継続、社員教育、地域貢献の３つの視点により、５つ星で取り組みを評価

制度の概要

事業者の防災対策に係る現状と課題 制度創設の目的

認定基準

視点１：事業継続（必須11項目）

・中核事業及び重要業務の選定
・水、食糧などの最低限の備蓄 等

視点２：社員教育（必須2項目，選択4項目）

・社員の防災意識や知識の向上(必須)
・社員の救命救急講習の受講 等

視点３：地域貢献（必須1項目，選択5項目）

・災害時に社員が地域の復旧活動に参加(必須)
・地域と連携した学習会や訓練の実施 等
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高知県南海トラフ地震対策優良取組事業所認定制度の概要
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認定基準と評価項目

視点１ 事業継続の視点 視点２ 社員教育の視点

視点３ 地域貢献の視点



高知県南海トラフ地震対策優良取組事業所一覧

平成２５年度（計１６事業者）

平成２７年度（計４事業者）

ミタニ建設工業（株）、（一財）四国電気保安協会高知支部、尾崎建設（株）、
ニッポン高度紙工業（株）、（株）四国銀行、（株）サニーマート

（株）龍生、（株）興国建設、橋本工業（有）、土佐新高建設（株）、
パシフィックソフトウェア開発（株）

（株）山興、（有）藤本組、（社福）高春福祉会、福留開発（株）、
田中石灰工業（株）

（福）ふるさと会 社会福祉施設ヘリオス

石崎建設（株）

（有）誠興建設、
すくも湾漁業協同組合 本所

平成２６年度（計３事業者）

（医）仁生会細木病院 在宅部

（株）シーメック

（有）梶原建設
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